　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物　品　購　入　仮　契　約　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１．契　約　物　品　　　　　　　　　　　　　

　　２．契　約　金　額　　  　　　　　　　　　円


　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　　円

	「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条 並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。


　　　〔（　）の部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。〕

　　３．納　入　場　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．納　入　期　限　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　内　　訳

	品　目
	品　種
	規格・寸法

	数量
	単　価
	金　　額
	摘　要


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


　　上記について、辰野町長を発注者とし（　　　　　　　　　）を受注者として、次の条項により契約をする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

        　１．　物品はすべて発注者の提示する発注書のとおりとし、かつ、発注者の行う検査に合格するものとする。

２．　受注者は、物品を納入するときは、納入明細書によりその旨を届け出なければならない。この場合発注者

は、その日から１０日以内に検査を行うものとする。

３．　納入場所まで要する費用及び検査のため、変質もしくは変形し又は消耗き損したものは、すべて受注者

の負担とする。







　物品の所有権は、発注者が合格品と認め検査を終わった時、受注者から発注者に移るものとする。この所有権移転前に、生じた物品の亡失又はき損した場合は、受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない、物品の性質上必要な容器外包等は、発注者の取得とする。





　検査の結果不合格となった物品は、受注者は直ちに引き取り更に発注者の指定する期限内にその代品を納入しなければならない。





　対価支払の時期は、納品検査後甲が適法な支払請求書を受理した日から３０日以内とする。





　受注者が故意に粗悪品を納入し、または納入期限までに納入できないときは、発注者はこの契約を解除することができる。この場合において、発注者は責任を負わないものとする。





　納入後、１ケ年以内において使用に堪えがたい狂いが生じたときは、受注者は他品との交換または無料修繕するものとする。





　この契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議の上これを定める。





　なお、辰野町議会の議決があったときは、この契約書を地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第5項に規定する契約書とみなし、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。








　本契約を証するため契約書２通を作成し、各自記名捺印の上各１通を所持する。























　　　　　令和　　　年　　　月　　　日














　　　　　　　　　　　　　　発注者　　　　　　　　　　　　








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　























　　　　　　　　　　　　　　受注者　　　　








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

















